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た

手
続
き
を

す
る

と
、

年
齢
が

七

十
九

歳
で

あ
っ

て

も
ヨ

リ
の

役
割
を
勤

め

る

こ

と

が
で

き
る

の

で

あ
る
、

と

仏
僧
は

語
っ

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

解
釈
は
、

コ

ン

ビ

型
の

霊
媒
に

適
用
す
る

こ

と

が
で

き
て

も、

単

独
で

儀
礼
を
担
当
す
る

霊

媒
に

は
適
用
す
る

こ

と
は

困
難
で

あ
る
と

考
え

ら
れ
る
が、

高
齢
の

人
物
が

ヨ

リ
を
担
当
で

き
る

説
明
と

し
て

は

興
味
深

い
。

問
題
は、

単

独
で

あ
れ

コ

ン

ビ

型
で

あ
れ、

六
卜

代、

七

十

代、

八

十

代
の

者
が、

霊

媒
の

役
割
を

果
た
す
こ

と

が
で

き
る

宗
教

文
化
論
的
な

意

味
づ

け
で

あ
る
。

現
段
階
で

は
、

高
齢
の

霊
媒
が
存
在
し

て

い

る

こ

と

は
、

体
力
を

消
耗
し
な

い

静
の

ト
ラ

ン

ス

に

お
い

て

神
霊
を

憑
入
し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

、

と

見
る

の

が

妥
当
の

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

江
戸
期
の

伊
勢
・

山
田
に

お

け
る

寺
院
の

変
遷

　

　
　

寺
町
の

形
成
と

崩
壞

河

　
野

訓

　
伊

勢
神
宮
の
一
．

つ

の

正

宮
の

う
ち、

内
宮
の

鳥
居
前
を
宇
治、

外
宮
の

鳥
居

前
を
山
田

と

い

う
。

今
回

は
特
に

山
田

で

生

起
し
た
仏
教
寺
院
を
め

ぐ
る

江
戸
時

代
と
そ
の

終
盤
に

お
け
る

大

変
革
を

取
り
上
げ
る

。

　
山
田

に

お
い

て

は
仏

教
を
め

ぐ
っ

て

二

度
の

大
き
な

変
革
が
あ
っ

た
。

第
一

は

寛
文
の

大

火
（
寛
文
十

年
（
一

六
七
〇）

十
一

月
二

十
四
日）

後

の

仏

教
寺
院
の

市
街
地
か

ら
郊
外
へ

の

集

団
移

転
、

第
二

は
明
治

維
新
に

と
も

な
う
僧
侶
還

俗
（
伊
勢
で

は

「

復
正
」

と
い

う）

と
寺
院

潰
滅
で

あ

る
。

　

寛
文
の

大
火

は

鉈
屋
ノ

世
古
か

ら

出
火
し、

山
田

東
部
の

岡
本
・

小
田

橋
ま
で

焼
き
尽
く
し
た

。

（
『 ，．一
方
会
合
記
録
』

、

以

下
『

記
録
』

）

焼
失

家

屋
は

五

千
七

百
三

十
四

軒
を

数
え、

仏
教
寺
院
も
百
八

卜
九
ヶ

寺
が

焼
失

し
た

。

直
後
の

十
二

月、

山
田

奉
行
で

あ
る

桑
山
丹
後

守
は
焼

失
寺
院
の

野
辺
へ

の

移
転
も
し
く
は

取
り

潰
し
を
命
じ
て

い

る
。

翌

十
一

年
に

は

移

転

先
と

し
て

越
坂
地
区

、

岩
淵

領
前
田
地
区

、

河

崎
領

東
河
辺
地

区、

岡

本
地
区
が
決
め

ら
れ、

移

転
す
べ

き
寺
院
百
五

十
八

ヶ

寺
及
び

潰
す
べ

き

寺
院
も
決
め
ら
れ
た

。

移

転
は
五

月
に

は

始
ま

り、

翌

十
二

年
六
月
に

は

来
る

丑

年
（
一

六
七
三
）

ま
で

に

移
転
を

終
え
る

こ

と
が

命
じ

ら
れ

た
。

「

記

録
』

に

移
転
が

記
録
さ
れ
て

い

る
の

は

百
二

十
九
ヶ

寺
で

あ
り、

三

十
三

ヶ

寺
分
は
記

録
が

残
さ

れ
て

い

な
い

が
、

種
々

の

絵
図
や
古
記
録
と

照
合
す
る

と
、

実
際
は

移

転
し

て

い

る

寺
院
も
あ
る

よ

う
で

あ
る

、

野
辺

へ

の

寺
院
の

大
量

移
転
に

伴
っ

て
、

焼
失
寺
院
以

外
の

寺
院
の

移

転
も
命

じ

ら
れ

た
。

世
義
寺
本
坊
及
び

そ
の

二

十
二

の

支
坊
は

大
火
の

難
は

免
れ

た

が、

時
の

山
田

奉
行
桑
山
丹
後
守
は

世
義
寺
が

外
宮
の

宮
域
に

接
し
て

い

る
の

を
憂
え
、

こ

の

際
に

移
転
す
る

よ

う
命
じ
た

。

ま
た、

寛

文
十
一

年
中
に
、

類
焼
し

た

家
か

ら
坂
ノ

世
古
ま
で

の

家
や

外
宮
に
近
い

家
は
引

料
を

給
付
さ

れ
た

う
え
で
、

退
地

を
命
じ
ら

れ
た

。

『

記
録
』

に

は

寛
文

十
一

年
に

移
転
を

命
じ
ら

れ
た

寺
院
以
外
が

先
の

受
入
れ
地

区
に

移
転
し

た
記

録
も
残
っ

て

い

る
。

『

記
録一

で

は

延
宝

元
年
（
一

六
七
三
）

ま
で

に

十
三

ヶ

寺
の

移

転
が
確
認
さ
れ

、

そ
の

初
例
は

寛
文
十
一

年
三

月
で

あ

り、

そ
れ
は
移
転
を
命
じ
ら
れ
た
寺
院
よ

り
も

早
い

。

山
田
で

は

こ

の

頃

大
火

が

続
き、

新
た

に

郊
外
に

移

転
し
た

寺

院
も
あ
っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

こ

う
し
て

、

九
十
六
ヶ

寺
の

集
中
す
る

寺
町
で

あ
る

越
坂
地

区
（

内

訳
は
一

之

木
領

四

十

三
ヶ

寺、

宮
後
領

十
八
ヶ

寺、

船
江

領．
二

十
五

ヶ

寺）
、

十
四

ヶ

寺
の

岩

淵
領
前
田
地

区
、

二

十
六
ヶ

寺
の

河
崎
領

東
河
辺
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地
区
、

二

十
三

ヶ

寺
か

ら

な
る

世
義
寺
が

形
成
さ

れ

た
。

　
｝

八

六
七

年
十

月
に

大
政

奉
還、

十
二

月
に

王

政
復
古
の

詔

が
出
さ

れ
、

翌
正
月
か

ら
は

戊
辰
戦
争
も

始
ま
っ

た
。

そ

の

よ

う
な
中
で

新
政

府

は

三

月
か
ら

神
仏

分
離
令
を

発
し

た
。

そ

の

実
質
的
な
全
国
へ

の

波
及
は

地
方
で

区
々

で

あ
る

が
、

宇
治
・

山

田
は
一

八

六

八

年
七
月
に

度

会
府
と

な

り、

府
知
事

橋
本

実
梁
及
び

「

仏
寺
は

大
小
を

論
ぜ

ず
、

す
べ

て

廃

止
」

を
主
張

す
る

浦
田

長
民
ら

が
中
心
と
な

り
、

比

較
的
早
く

、

そ
の

結

果
が

現
れ
て

き
た

。

八

月
、

九
月
に

は
内

宮
の

鳥
居
前
で

あ
る
宇
治
で

廃

寺
と

な
る

寺
が

現
れ
た

。

住

民
の

中
に

は

神

葬
祭
を
願
い

出
る

者
が

多

く、

寺
院
は

経
済
的
収
入
が
断
た
れ
る

こ

と
に

も

な
っ

て、

十
月
に

は

住

職
か
ら
の

最
初
の

還
俗
（
復
正
）

の

願
い

出

が
度
会
府
に

あ
っ

た
。

以
後

、

神
葬
祭
の

出
願、

宗
旨
除
名
が
二

月
に

か

け
て

広

が

り、

十
二

月
ま
で

に

百
二

卜
余
ヶ

寺
が

還
俗
願
い

を

出
し
た

。

度
会
府

下
の

仏
教
寺
院
の

動
静

を

記
し

た

明
治
二

年
四

月
の

『

神
郡
仏
寺
興
廃
事

略
』

付
「

度
会
府
下

寺

院

檢
録
」

に

は

神
仏
判
然
令
か

ら
約
、

年
経
っ

た

そ

の

当
時
の

復
正

に

よ

り

廃
寺
と

な
っ

た

寺
院

名
や

残
存
し
て

い

る

寺
院

名
が

挙
げ
ら
れ

て

い

る
。

今
、

寛
文
の

大
火
の

際
に

移
転
し
た

寺
院
に
つ

い

て

み

れ

ば
、

寺
町

を

形
成
し
て

い

た

越
坂
地

区
で

は

三

十
ヶ

寺
が

三
ヶ

寺
に

、

岩
淵
領
前
田

地
区
は
九
ヶ

寺
が
五

ヶ

寺
に
、

河
崎
領
東
河
辺

地
区
は
ト
一

ヶ

寺
が

四

ヶ

寺
と
な

り
、

も
は
や

寺
町
の

体
を
な
し

て

い

な

い
。

　
本
発

表
は

現
在

、

進
め
て

い

る

「

宗
教
都
市
伊
勢
（
宇
治
・

山
田）

の

江
戸
時
代
の

景
観
の

復
元
」

の

一

環
で

あ
り

、

最
終
的
に

囗

指
す
研
究
の

成
果
は

景
観
の

復
元
で

あ
る

。

今
回
の

発

表
は
山
田
を
中
心
と

し
た

二

度

の

大
き
な
仏
教
界
の

変
革
に

関
し
て、

そ
の

基
礎
デ
ー

タ

の

分
析
を
試
み

た

も
の

で

あ
る

。

東
京
都
二

十
三

区
域
西
北

部
の

「

路
傍
の

地
蔵
」

清

　
水

　
邦

　
彦

　

寺
・

宗
派
と

は

無
関
係
に
路
傍
に

於
い

て

地
蔵
が
祀
ら
れ

る

こ

と

は
、

日
本
で

は

日
常
風

景
と

な
っ

て
い

る
。

先
行
研
究
で

は
、

地
蔵
と

道
祖
神

と

が
習
合
し
た

た

め、

路
傍
に

地
蔵
が
祀
ら
れ
る

よ

う
に
な

っ

た

と

さ
れ

て

き
た

。

私
は

こ

の

通
説
に
長
年
疑
問
を

持
っ

て

い

た
。

路、
傍
に

地
蔵
が

祀
ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は

大
凡
江
戸
時
代
以

降
だ

が、

管
見
の

及
ん

だ

巾
世
史
料
・

中
世
地
蔵
説
話
の

集
大
成
を

目
指
し

た

「

三

国
因
縁
地
蔵

菩
薩
霊
験
記
』

（
一

六

八

四

年
刊）

及
び

『

地
蔵
菩
薩
感
応
伝
』

（

一

六
八

七

年
刊
）

・
［、
延
命
地

蔵
菩
薩
経

和
談
鈔
』

（

＝
ハ

八

七

年
刊
）

・
『

地

蔵
菩

薩
利
益
集
』

（
一

六
九
一

年
刊）
・

『

延

命
地
蔵
菩
薩
経
直
談
鈔
』

（

一

六
九

七

年
刊）
・

『

地

蔵
菩
薩
応

験
新
記
』

（

一

七
〇
四

年
刊）

に

は

道
祖

神
と

の

習
合
が

説
か

れ

て

い

な
い

か

ら
で

あ
る

。

本
発

表
で

は

貌
地

調
査
に

及

ん

だ

東
京
都
板
橋
区
・

練

馬
区
・

中
野
区
・

杉
並

区
の

、

路

傍
の

地

蔵
を

分
析
す
る

こ

と
で

、

道
祖

神
と
の

習
合
説
の

是
非
を
問

う
。

　
「

路

傍
」

の

定
義
で

あ
る
が

、

本
発
表
で

は
、

寺
の

境
内
・

門
前
及
び

墓

地
（

門
前
を

含
む）
・

私
有
地
以

外
と

し
た

。

特
に

墓
地
の

定
義
は

難

し
い

が
、

と

り
あ
え

ず
現

代
日

本
人
が
見
て

墓
地
と

見
な
す
で

あ
ろ

う
場

所
は

除
い

た
。

「

地

蔵
」

の

定
義
も

難
し

い

が、

形

態
論
的
に
地

蔵
を

見

な
せ

る

も
の

と

し、

現
地
の

人
々

が

地
蔵
と

呼
ん

で

い

て

も、

形
態

論
的

に

地
蔵
で

な
い

も
の

は

除
い

た
。

　
当
該
地

域
の
、

路
傍
の

地
蔵
の

銘
文
を
見
る
と
、

江
戸
時
代
に
造
立
さ

れ
た
と
さ

れ

る

全
八

十
四

体
の

う
ち

、

十
八

体
に

「一
一
世

安
楽
」

（

類
似
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